
宮本亞門（みやもとあもん）／演出家
昭和33年、東京・銀座生まれ。
銀座の喫茶店に生まれ育ち、幼少期から演劇や映画に親しむ。
ダンサー、振付師を経て、昭和62年に演出家としてデビュー。
平成16年に東洋人初の演出家としてオン・ブロードウェイにて
「太平洋序曲」を上演、トニー賞４部門にノミネートを果たす。
ミュージカル、オペラ、歌舞伎など国内外で120本以上の舞台
作品を演出。

　僕はアメリカでインティマシーコーディネーターに言われました。「あなたは
演出家でパワーを持つ立場です。つまり、あなたの一言がパワハラになる
ことがあるのです。社長や部長などと同じく、人に指示をする立場の人は、そ
の言葉によってパワハラが成り立つということをまず考えてください」と。
　役者は嫌なこと、つらいことがあったら、インティマシーコーディネーターに
相談するんですね。「上司である演出家や監督に直接言えばいいのではな
いか」という意見もありますが、実際は、言えないから苦しんでしまうのです。
「上司に言ったら嫌われるんじゃないか」、「仕事がなくなるんじゃないか」、
「周りの人からどう思われるのか」、いろいろ不安になって我慢し、傷付いてい
くんですね。自分の気持ちを言えない息苦しさは、職場、学校、家、どこにでも
当てはまることです。
　今始まっている大きな変化は、悪気なく言ったことや指示、指導がパワハラ
やセクハラになることがあると、多くの方が知り始めたことです。また、言わ
れた側は、本当の気持ちを言いづらかったら、第三者に相談して、ひとりで
抱え込まなくてもいい状況ができつつあることです。僕自身を含めて、ハラス
メントになり得ることをあぶり出して、してはいけないことについて価値観を
アップデートさせることが必要です。

　アメリカでは、パワハラやセクハラの加害者として訴訟を起こされたら、加
害者や会社はイメージダウンしますし、ビジネスにも大きなマイナスになりま
す。アメリカで作品を上演した際に、出演者、制作サイド全員が、２日間ハラス
メントについての授業を受けました。仕事中のいろいろな場面でハラスメント
になりかねない問題が起きたときに、それをどう解決するのかという内容で
す。正解があるわけではないのですが、常に周りの人と話し合う大切さを学び
ます。それぞれが自分の意見を言える職場は、結果的にはよい成果を生み

ハラスメントを防ぐ仕組み

話し合いができる雰囲気づくり

出すと思います。
　その授業で大切なことは「間違っ
てもいい」ということです。社長な
どパワーのある側の人間が、部下
と話し合いをするときに、ハラスメントの加害者になることを恐れて、話しづら
くなることもあり得ます。でも、萎縮するのではなくて、話してみて、もしハラス
メントになってしまった場合は、「ごめん、悪かった」と謝って、次は改善してプ
ラスにしていけばいいんです。
　演出家や社長が、職場や人をまとめたいのなら、パワーと勢いで押し切った
方が、時間も手間もかからないので楽だと思います。しかし、そうした古い習慣
でやってきたことで、今ハラスメントの問題があふれ出ているわけです。まず、
役者や部下の気持ちを聞くことが本当に大切なんですよね。

　僕も含めてなんですけど、人って善人と悪人がいるわけではなくて、人それ
ぞれがいろいろな感情を持っています。そこが人の素晴らしいところなのです
が、少し間違えると人を傷付けてしまうことがあります。だから、冷静に客観的
に自分を見て、自分の感情をコントロールすることが大切だと思います。僕も
反省しながらですが、自分がした行動はどうなんだろう？と、なるべく空の高い
ところ、日本全体、地球全体を見るイメージで遠くから自分の行動を見るよう
にしています。
　日々いろいろなことが起きて、苦しいこと嫌なこともありますが、悩み過ぎ
たり、カーッと怒ったりしなくてもいいんだと、自分を客観的に見るようにする
と、日々が楽しくなるんじゃないかなと思います。僕たちは、ハラスメントの加
害者、被害者、傍観者になる可能性があります。そのことを忘れずに、もし自分
がハラスメントになることをしてしまったら、相手に謝って、話し合いながら、
面白く暮らしていけたらいいなと思っています。

遠くから自分を客観的に見てみる

　ハラスメントとは、「嫌がらせ」や「いじめ」を意味し、相手を不快にさせる、尊厳を傷付ける、不利益を与えるといった発言や行動
のことです。お悩みやお困りのことがありましたら、相談窓口にご連絡ください。　※相談窓口は下表をご覧ください

していませんか？ 困っていませんか？「ハラスメント」 

　さまざまな形のハラスメントに呼称が付けられています
が、ここでは代表的なものをご紹介します。

さ ま ざ ま な 形 で の「 ハ ラ ス メ ント 」

パワー・ハラスメント
（パワハラ）

　職場内で優位であることを背景に、業務の適正
な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えること
や職場環境を悪化させること。

セクシュアル・
ハラスメント
（セクハラ）

　相手の意に反した性的な言動を
行い、相手を不快にさせること。

マタニティ・
ハラスメント
（マタハラ）

　妊娠、出産、育児休暇などを理由
に、不利益な扱いをすること。

モラル・
ハラスメント
（モラハラ）

　陰口や無視といった言葉や態度など
によって相手を精神的に傷付けること。

アルコール・
ハラスメント
（アルハラ）

　お酒を無理やり飲ませるなど、飲
酒に関連した嫌がらせを行うこと。

「パワーハラスメント防止措置」は、
全企業の事業主が講ずべき義務です！

職場におけるパワー・ハラスメントとは、
次の要素を満たすものをいいます。

　① 優越的な関係を背景とした言動
　② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
　③ 労働者の就業環境が害されるもの

　大正11（1922）年に全国水平社の創立大会で「水平社宣言」が
読み上げられてから、本年で100年を迎えました。
　「人の世に熱あれ、人間に光あれ」とうたったこの宣言は、同和問
題（部落差別）をはじめとするあらゆる差別からの解放を目指して
おり、日本初の人権宣言といわれています。
　区も、引き続き、同和問題（部落差別）をはじめとする人権問題の
解消に向けて取り組んでいきます。

水平社宣言100周年人権・身の上相談
　人権侵害や家庭内・近隣との悩みごとなどについて、法務大臣か
ら委嘱された人権擁護委員がお話を伺います。

　▶実施日　第２・４火曜
　▶受付時間　午後１時～２時30分
　▶会場　区役所本庁舎２階
　▶問合先　人権・男女平等推進課人権・同和対策担当
　　☎ 5744－1148　　　5744－1556FAX

相談無料秘密厳守

※客観的にみて、業務上必要かつ
　相当な範囲で行われる適正な業
　務指示や指導については、該当
　しません

人権に関する相談窓口 ※相談日・時間などは、それぞれの相談先にご確認ください

※DV（配偶者等からの暴力）に関する相談先は4面を参照

相談内容 相談先 相談内容 相談先

ひとりで
悩んでいる人 ☎ ０５７０－０87478東京都自殺相談ダイヤル

障がい者
障がい者総合サポートセンター
　●相談支援部門
　●大田区障害者虐待防止センター

☎ 5728－9433　　 ５７28－9437
☎ 6303－8819　　 ５７28－9437

人権全般 東京法務局「みんなの人権110番」
東京都人権プラザ

☎ ０５７０－００３－１１０
☎ ６７２２－０１２４

男女
東京法務局「女性の人権ホットライン」
東京ウィメンズプラザ「男性のための悩み相談」
女性のためのたんぽぽ相談

☎ ０５７０－０７０－８１０
☎ ３４００－５３１３
☎ ３７６６－６５８１

子ども

東京都品川児童相談所
　（月～金曜、午前９時～午後５時）
　※休日、年末年始を除く
　（上記以外の時間帯）
東京法務局「子どもの人権110番」
東京都教育相談センター
　「東京都いじめ相談ホットライン」
子ども家庭支援センター
　●子どもと家庭に関する相談窓口
　●虐待通報専用ダイヤル
教育センター 教育相談室

☎ ３４７４－５４４２　　 ３４７４－５５９６

☎ １８９（児童相談所虐待対応ダイヤル）
☎ ０１２０－００７－１１０

☎ ０１２０－５３－８２８８

☎ ５７５３－７８３０
☎ ５７５３－９９２４
☎ ５７４８－１２０１　　 ５７４８－１３９０

FAX

FAX

高齢者

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
高齢福祉課

☎ ５７６４－０６５８　　 ５７６４－０６５９
☎ ３７２６－６０３１　　 ３７２６－５０７０
☎ ５７１３－１５０８　　 ５７１３－１５０９
☎ ３７４１－６５２５　　 ６４２３－８８３８
☎ ５７４４－１２５０　　 ５７４４－１５２２

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

アイヌの人々 （公財）人権教育啓発推進センター
　「アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル」 ☎ ０１２０－７７１－２０８

性的指向・
性自認 Tokyo LGBT相談専門電話相談 ☎ 050－3647－1448

セクハラ・
労働問題 東京都ろうどう110番 ☎ ０５７０－００－６１１０

インターネット
被害 警視庁 サイバー犯罪相談窓口 ☎ 5805－1731

障がい者

大森地域福祉課
調布地域福祉課
蒲田地域福祉課
糀谷・羽田地域福祉課
障害福祉課
東京都立中部総合精神保健福祉センター
　「こころの電話相談」

☎ ５７６４－０６５７　　 ５７６４－０６５９
☎ ３７２６－２１８１　　 ３７２６－５０７０
☎ ５７１３－１５０４　　 ５７１３－１５０９
☎ ３７４３－４２８１　　 ６４２３－８８３８
☎ ５７４４－１700　　 ５７４４－１５92

☎ ３３０２－７７１１

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

同和問題
（部落差別） 人権・男女平等推進課人権・同和対策担当 FAX☎ ５７４４－１１４８　　 ５７４4－１556

エイズ・
新型コロナ

東京都 HIV／エイズ電話相談
東京都人権プラザ「新型コロナウイルス感染症
に係る人権問題に関する専門電話相談」

☎ ３２２７－３３３５

☎ 6722－0118

犯罪被害者 （公社）被害者支援都民センター
警視庁 犯罪被害者ホットライン

☎ ５２８７－３３３６
☎ ３５９７－７８３０

外国人
国際都市おおた協会多言語相談窓口
東京法務局「外国語人権相談ダイヤル」
　英・中国・ハングル・フィリピノ・ポルトガル・
　ベトナム・ネパール・スペイン・インドネシア・タイ語（　     　　　　　　   ）

☎ ６４２４－4924　　 6424－4926
☎ ０５７０－０９０９１１

FAX

FAX
FAX

コラム
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